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私有地（私道等）への公共下水道施設布設承諾書
令和　　年　　月　　日
天　理　市　長　　様
所　有　権　者　　　　　　　　　　　　　　
（所有者が自署しない場合は、記名と押印が必要です。）


下記に表示された私有地（私道等）の土地（以下「土地という。」）において、公共下水道施設を設置することを下記について承諾します。

天理市
	土地の所在
	住　所
	所有権者
	電　話

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


記
1 公共下水道施設の設置に必要な土地の使用及び占用については、永年かつ無償とします。
2 埋設された公共下水道施設の所有権は市に帰属します。
3 市が行う維持管理（調査、補修、清掃等）に支障となるような行為はしません。また、市の公共下水道施設について、将来とも蓋の開閉等、市の維持管理上支障のないようにします。
4 維持管理及び新たな公共下水道施設（取付管を含む）の設置時に伴う掘削工事についても承諾します。
5 土地の所有権を第三者等に譲渡する場合、その譲受人に対し、土地所有者の義務としてこの承諾内容を継承し、市の権利を承認させます。また、第三者等が同所有権を譲渡する場合も本書が継承されることを確約し、これらの譲渡によって第三者等と市との間に紛争等が生じないようにします。
6 布設される公共下水道施設については、利用の制限はしません。また、後に隣接する敷地建築物から下水排出が生じる場合、公共下水道への接続に同意します。
7 市の承諾なしに公共下水道施設の構造を変更したり、撤去したりしません。また、当方の都合でやむなく公共下水道施設の移設または撤去を要する場合は市に届け出て、その費用については、当方ですべて負担します。
8 土地に用益物権及び貸借権を設定する場合、⑤の項目を準用します。
以上
